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2017 年 10 月 16日 

ジェトロ海外調査部国際経済課 

長﨑 勇太 

 

経済成長の潜在性が高いサブサハラアフリカ諸国。この「最後のフロンティア」に対し、EU、

米国、中国、日本の各主要国・地域は通商政策において異なるアプローチをとる。EU は新

たに FTA を締結し、米国は AGOA の延長を決めた。中国は官民による経済協力を加速する。

各国・地域の政策を検証し、今後の対サブサハラアフリカ政策の行方について考える。  

 

サブサハラアフリカ（SSA）（注）では、域内の経済統合と、域外との対外経済関係の強化が

ともに着実に進んでいる。まず域内では、2015 年 6 月に東アフリカ共同体（EAC）、南部ア

フリカ開発共同体（SADC）、東南部アフリカ市場共同体（COMESA）の三つの地域経済共同体

間で自由貿易圏（TFTA）が署名に至った。また同年同月には、アフリカ連合の全加盟国が参

加する大陸内自由貿易圏（CFTA）の交渉も開始された。2017 年中の設立を目指し、参加国

は交渉を続けている（詳しくは「2017 年版世界貿易投資報告」第 II 章 「世界の貿易ルー

ル形成の動向」を参照）。  

 

域外との関係では、SSA諸国の中には高成長を遂げている国々があり、今後の人口増加も見

込まれることから、最後のフロンティア市場として注目を集める。以下では EU、米国、中

国、日本の SSAとの貿易関係を概観したうえで、これらの国・地域がどのような、貿易協定

や特恵関税制度、経済協力を通じ、SSA 諸国と関係を構築しているのかを検証する。  

 

＜中国と SSA諸国の貿易が拡大＞ 

表 1は SSAの貿易に占める EU、米国、中国、日本の割合である。2001年以降で大きな変化

として挙げられるのは、輸出入ともに中国の台頭がみられることである。SSA の輸入では、

2001 年時点で中国の割合はわずか 3.7％で、EU（36.5％）の約 1割であった。中国の割合は

その後徐々に上昇を続け、ピークの 2015年には 17.1％まで拡大した。SSA による輸出を見

ても同様で、2001年時点で 2.5％だった中国の割合は 2013年のピーク時に 15.7％まで上昇

した。一方、2001年に 36.5％を占めていた SSAの輸入における EUのシェアは、同年をピー

クに低下し、2016年は 23.8％となっている。米国、日本のシェアも同様に、それぞれ 2001
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年、2002年をピークにその割合は低下している。 

 

 

 

＜各国の SSAへの通商政策＞ 

これら主要国・地域の通商政策には異なる特徴がみられる。以下では、各国・地域の SSA諸

国に対する通商政策や経済協力、さらには首脳間やビジネスフォーラムなどの対話を含め

た経済関係を検証していく。  

 

1. FTA を軸とした通商政策を展開する EU  

 

主要国の中で歴史的に SSA諸国と関係が最も深いのが EUだ。両者間の経済関係の大枠を

定めるのが、2000年に EUとアフリカ・カリブ・太平洋（ACP）諸国で結ばれたコトヌー協

定である。それまでのロメ協定（1975年）に取って代わったコトヌー協定（詳しくは以下

を参照：https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001321/eu_fta_contact 

.pdf） は、SSA諸国を含む ACP諸国と EU間の通商関係の軸でもある。両者のパートナー

シップは EUによる開発協力の意味合いが強いが、その関係は対等で、個々の国の事情に

あった発展プロセスの支援を目標とする。  

 

EU の SSA 諸国との通商関係の最大の特徴は、このコトヌー協定を基として FTA を結んでい

ることである。2016 年にはガーナ、コートジボワール、そして南部アフリカ開発共同体の

一部の国々との FTAを発効させた。また、2014年 2月に西アフリカ諸国の 16カ国と、同年

10 月に EAC との FTA の交渉を終了させている。さらに現在も、中央部や東部、南部のアフ

リカ諸国との交渉を行っている。コトヌー協定は 2020年を期限としており、それ以降の具

体的な政策についてはまだ発表がない。しかし、2015 年に EUが発表した「Trade for all」
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では、SSA諸国と FTAを通じた関係深化を目指す記載があり、引き続き、同様の通商政策が

取られることが予想される。  

 

SSA 諸国の多くは特恵関税制度を利用する。この中でも特徴的なのが EBA（Everything but 

Arms）協定である。最貧国（LDC）に分類される国は、武器以外の品目を量的規制なく無税

で輸出できる。  

 

2. 米国の対 SSA政策は AGOAが中心  

 

米国の対 SSA通商政策は、2000年に施行されたアフリカ成長機会法（AGOA）を中心とする。

SSA 諸国に対し米国の巨大市場へのアクセスを改善させた AGOA は、2015 年に 10 年の延長

が決定し、2025年までの適用が確定した。「市場経済」、「法による統制」、「政治多様性」な

どの要件を満たす国のみ AGOA の利用が可能である。表 1 に見たように、SSA 諸国の輸出に

占める米国の割合は近年減少傾向にあるものの、2016年の AGOAを利用した米国の輸入額は

前年比 14.2％増の 105.8 億ドルであった。品目別にみると、原油とその調整品が最大の輸

入品目である。米国でのシェールガス開発などを背景に輸入量は減少したが、それでもエネ

ルギー関連は AGOA輸入の 6割超を占める。 

 

AGOA の特徴としては、特恵関税品目に繊維製品が含まれる、かつそれらに対し柔軟な原産

地規則が認められていること、が挙げられる。米国は繊維製品に比較的高い関税率を設ける

が、SSA 諸国の同産業の輸出競争力の成長、ひいては経済全体の成長に資するという観点か

ら、AGOA 対象国の中でも特定の要件を満たす国からの輸入では関税が撤廃されている。さ

らに、繊維製品では TPP など米国が取り組んできた他の FTA と比べて柔軟な原産地規則を

定める。例えば衣服（Wearing Apparel）では AGOA対象国内だけでなく、特定の工程で最終

価格の 25％以下であれば対象国外での作業を認めている。また、SSAの中でも発展の遅れて

いる国に対しては、第三国からの材料の輸入も認める。ただし、依然として米国の規則は他

国に比べて厳しいとの声も SSA諸国からは聞かれる。 

 

2015年の AGOA延長にあたっては、米国内で AGOAそのものの在り方が精査の対象となった。

SSA 諸国からの輸入にのみ適用される特恵税率でなく、互恵的な FTAを結ぶべきと指摘する

声もあった。実際、ケニアやモーリシャスは米国との FTA交渉に興味を示した。ただ、2000

年代半ばには南部アフリカ関税同盟（SACU）との FTA交渉がとん挫したという経緯がある。

交渉中止の明確な理由は明らかでないが、両国の間で目指す自由化の水準に大きな隔たり

があったことが理由の一つとされる。  

 

AGOA の延長決定から既に 2年が過ぎ、延長期限である 2025年以降の SSA諸国との通商関係



4 

ジェトロセンサー 禁無断転載 COPYRIGHT (C) 2017 JETRO.  ALL RIGHTS RESERVED. 

 

の行方が注目される。2017 年 1 月に発足した米現政権の対 SSA 政策について、これまで参

考となる発言や資料は少なかった。しかし、同年 6月に開催された米国・アフリカビジネス

サミットで、ロス商務長官は AGOA継続に前向きな発言をした。また、8月に開催された AGOA

フォーラムで、ライトハイザー通商代表が、FTAには言及しないものの、将来的に「より互

恵的な」関係を目指すことを示唆した。2025 年以降の通商政策についてより具体的な政策

の提示が待たれる。  

 

3. 貿易のみならず経済協力においても存在感を示す中国  

 

中国と SSA諸国の関係は、前述の EUや米国のそれとは大きく異なる。共に途上国である両

者の関係は国際社会における地位向上という目標を共有した政治的側面が強かった。この

関係が中国の経済開放以降、少しずつ変化する。2000 年代に入ると中国経済は急成長を遂

げ、先にみたように SSA諸国との貿易も飛躍的に増加した。貿易品目を見ると、中国の輸入

で最も多い品目は鉱物性燃料（輸入額の 46.4％）で、次いで鉱石（16.0％）、貴金属（12.4％）

と続き、エネルギー関連が半分以上を占めることがわかる（いずれも 2016年の数値）。中国

は GSP のような特恵関税制度は設けないものの、SSA諸国の中で LDCに分類される国に対し

て 440 品目の関税を無税としている。  

 

中国は 2000年から中国・アフリカ協力フォーラム（FOCAC）を 3年おきに、中国と SSA諸国

で交互に開催し、SSA諸国首脳との対話を続ける。開始当初の第 1回、第 2回は同会議の情

報はあまり公開されなかった。しかし、2006 年の第 3 回から経済協力の内容など、具体的

な成果が公表され始めた。2015年 12月に開催された第 6回 FOCACでは、中国が 3年で総額

600 億ドルに上る経済協力を行うことが発表された。過去の経済協力では、SSA諸国に供給

した資金で中国企業がプロジェクトの発注を受けて、アフリカでのビジネス拡大を図ると

いった例も見られた。習国家主席は、両者の関係は引き続き「Win-win」であるべきと強調

するほか、初めて SSA諸国の工業化支援を前面に打ち出し、同地域の経済発展に寄与する考

えを明らかにした。また、1991 年以降、中国外相の海外訪問が毎年アフリカから始まるこ

とも、中国が外交面において同地域を重要視していることの現れである。  

 

4. 経済協力を軸とする関係が続く日本  

 

SSA の輸出入における日本の比率は 2001 年以降、大きな変化はなく、他の主要国に比べ貿

易相手としての重要度は劣る。2016 年における SSA からみた日本の貿易比率は 2％台にと

どまる（輸出：2.0％、輸入：2.8％）。日本の輸入上位品目は貴金属（32.9％）と鉱物性燃

料（17.1％）が半分以上を占める（いずれも 2016年）。EUに見られた SSA諸国との FTAや、

米国の AGOAのような特定の SSA諸国に対する特恵制度はなく、日本への輸入には他の途上
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国と同様に GSP が適用される。日本の GSP では鉱工業品は一部を除いてほぼすべての品目

の関税が撤廃されているほか、LDCからの輸入では農産品も含めほぼすべての品目が無税と

なっている。  

 

日本と SSA の関係において一つの転機となったのが、1993 年に第 1 回が開催された「アフ

リカ開発会議（TICAD）」である。第 1回 TICADの開催は、日本と SSAの関係構築に寄与する

とともに、同地域の開発問題に国際社会の目を向けさせた。当初、5年ごとに開催していた

同会議は、2013 年以降、3 年ごとの開催が決定された。2016 年の TICAD は、第 6 回にして

初めてアフリカ（ケニア・ナイロビ）で開催された。同会議では、安倍首相が官民総額 300

億ドル規模を、質の高いインフラ整備や保健システムの構築などに投じると発表した。また、

日本とアフリカの企業・団体間で 70以上の覚書が結ばれた。こうした動きは今後の日本と

SSA 諸国の経済関係の進展に結びつくと期待される。  

 

＜主要国の政策理解が SSA進出のカギに＞ 

SSA と歴史的に深いつながりを持つ EU は、FTA を軸に最も包括的な通商政策をとる。米国

では、2000年に発効した AGOAの 2025年までの延長が決まった。AGOA は繊維製品に柔軟な

原産地規則を設けるなど、米国の他の FTAとは異なる特徴を持つ。SSAとの貿易拡大が顕著

な中国は、SSA 諸国と「Win-win」の関係を築くことを前面に打ち出し、経済協力と中国企

業の事業を組み合わせた独自の政策を展開する。日本は、多くの SSA 諸国を GSP 対象国と

する。GSP 以外では、1993年から続く TICADを軸に経済関係を構築する。  

 

今後、主要国の政策に変化はみられるだろうか。EU は発効済みや合意済みの FTA に加え、

交渉も継続しており、今後も SSA 諸国と FTA を軸とした関係深化を目指すことが予想され

る。2025 年に AGOA が期限を迎える米国は、今後も AGOA と同様の片務的な特恵関税制度を

継続するのか、EU のように FTA を軸とした政策に移行するのか注目される。米国の政策変

更は、他国にも影響を及ぼし得る。また、中国は今後も、FOCACなど政治対話の場でどのよ

うな議題を挙げるか注目される。日本と SSAの関係は従来経済協力が中心であったが、TICAD

を契機にビジネス関係の深化もみられる。  

 

主要国の SSA諸国に対する経済政策は過去 20年で大きな変化を遂げた。中長期的な視点で

SSA 諸国とのビジネスを考えるとき、こうした主要国の対 SSA政策を理解することが、最後

のフロンティア市場とされる SSA進出の一助となろう。 
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注： SSAの定義は IMFによる。 

 

 

「本稿は、当初原稿の内容に補足的説明の加筆・修正を行っております。2017年 10月 30日」 
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